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今期のトピックを最終チェック

3月決算総特集
Ⅷ
リ
ス
ト
リ
ク
テ
ッ
ド
・
ス
ト
ッ
ク
な
ど

新
た
な
株
式
報
酬
の

会
計
処
理・開
示
の
ポ
イ
ン
ト

新
日
本
有
限
責
任
監
査
法
人

 

公
認
会
計
士

鈴
木　

真
策

は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
日
本
に
お
け
る
株
式
報
酬

は
、
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
、
従
業
員
・

役
員
持
株
会
が
中
心
で
あ
っ
た
。
近
年
で

は
、
役
位
、
在
職
年
数
や
業
績
達
成
度
等

に
応
じ
て
自
社
株
式
が
交
付
さ
れ
る
、
株

式
報
酬
型
の
役
員
報
酬
で
あ
る
役
員
向
け

株
式
交
付
信
託
が
導
入
さ
れ
始
め
て
い

る
。平

成
28
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
株

式
報
酬
の
税
制
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の

規
定
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
一
定

期
間
の
譲
渡
制
限
が
付
さ
れ
た
株
式
報
酬

で
あ
る
リ
ス
ト
リ
ク
テ
ッ
ド
・
ス
ト
ッ
ク

を
導
入
す
る
会
社
も
増
加
し
て
い
る
。
ま

た
、
平
成
29
年
度
税
制
改
正
で
は
、
中

長
期
的
な
業
績
目
標
の
達
成
度
合
い
に

よ
っ
て
交
付
さ
れ
る
株
式
報
酬
で
あ
る
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
シ
ェ
ア
に
つ
い
て
も
、

の
金
銭
報
酬
債
権
を
付
与
し
、
当
該
金
銭

報
酬
債
権
を
現
物
出
資
す
る
手
続
が
示
さ

れ
た
。

導
入
手
引
で
記
載
さ
れ
て
い
る
手
法
を

整
理
す
る
と
、
図
表
１
の
よ
う
に
な
る
。

会
計
上
の
取
扱
い

導
入
手
引
Ｑ
５
で
は
、
以
下
の
よ
う
な

会
計
処
理
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

税
制
上
の
手
当
て
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
役
員
向
け
の
株
式
報
酬
の

う
ち
リ
ス
ト
リ
ク
テ
ッ
ド･

ス
ト
ッ
ク
、

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス･

シ
ェ
ア
、
役
員
向
け

株
式
交
付
信
託
の
会
計
処
理
と
開
示
の
ポ

イ
ン
ト
を
整
理
し
て
解
説
す
る
。
な
お
、

文
中
の
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
筆
者
の
私

見
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し

て
お
く
。

リ
ス
ト
リ
ク
テ
ッ
ド･

ス
ト
ッ
ク　
　
　
　
　
　
　
　

概　
要

リ
ス
ト
リ
ク
テ
ッ
ド
・
ス
ト
ッ
ク
は
、

役
員
等
に
勤
務
条
件
や
業
績
条
件
の
成
就

に
よ
り
譲
渡
制
限
が
解
除
さ
れ
る
譲
渡
制

限
付
株
式
を
付
与
し
、
条
件
が
達
成
で
き

な
か
っ
た
場
合
に
は
付
与
し
た
譲
渡
制
限

付
株
式
を
会
社
が
無
償
で
取
得
す
る
株
式

報
酬
制
度
で
あ
る
。
譲
渡
制
限
の
解
除
条

件
を
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
優
秀
な
人
材

の
リ
テ
ン
シ
ョ
ン
効
果（
会
社
に
引
き
留

め
る
効
果
）を
持
た
せ
る
と
と
も
に
、
中

長
期
の
株
価
向
上
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

わ
が
国
の
会
社
が
リ
ス
ト
リ
ク
テ
ッ

ド
・
ス
ト
ッ
ク
を
導
入
す
る
方
法
と
し
て
、

経
済
産
業
省
か
ら『「
攻
め
の
経
営
」を
促

す
役
員
報
酬
～
新
た
な
株
式
報
酬（
い
わ

ゆ
る「
リ
ス
ト
リ
ク
テ
ッ
ド
・
ス
ト
ッ
ク
」）

の
導
入
等
の
手
引
～
』（
以
下
、「
導
入
手

引
」と
い
う
）が
公
表
さ
れ
た
。
導
入
手
引

で
は
、
現
行
会
社
法
の
枠
組
み
の
な
か
で

い
わ
ゆ
る
リ
ス
ト
リ
ク
テ
ッ
ド
・
ス
ト
ッ

ク
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
シ
ェ
ア
を
導
入

す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
役
員
に
将
来

（図表１）　リストリクテッド・ストックを用いた報酬制度の概要図

会社 個人
（役員等）

金銭報酬債権を付与

金銭報酬債権の現物出資

譲渡制限付株式の交付

譲渡制限付株式割当契約・会社の無償取得の契約（＊）

（＊）　譲渡制限・無償取得の手法としては、会社と役員との契約におい
て定めるほか、種類株式を用いる方法がある。


